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鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部改正について

　次のとおり鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１

項の規定により、本議会の議決を求める。

　　平成19年２月13日

鳥取県知事　　片　　山　　善　　博

　　　鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

第１条　鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例（昭和59年鳥取県条例第７号）の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄中条の表示に下線が引かれた条（以下この条において「移動条」という。）に対応する同表の改正後の欄中条の表示に

下線が引かれた条（以下この条において「移動後条」という。）が存在する場合には、当該移動条を当該移動後条とし、移動後条に対応する

移動条が存在しない場合には、当該移動後条（以下この条において「追加条」という。）を加える。

議案第５８号
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　　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中

下線が引かれた部分（条の表示及び追加条を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該

改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（課程及び修業年限）

第３条　大学校の課程及び修業年限は、次のとおりとする。

課　　　程 修　　業　　年　　限

　略

研修課程 知事（地方自治法第153条第１項の規定に
より知事の権限に属する事務が委任されて
いる場合にあっては、当該委任を受けた前
条の規定により設置された大学校の長。以
下同じ。）が別に定める期間

（入校の許可）

第４条　大学校に入校しようとする者は、規則で定めるところによ

り、知事の許可（養成課程、研究課程及び専門技術課程にあって

（課程及び修業年限）

第３条　大学校の課程及び修業年限は、次のとおりとする。

課　　　程 修　　業　　年　　限

　略

研修課程 知事が別に定める期間

（入校の許可）

第４条　大学校に入校しようとする者は、規則で定めるところによ

り、知事の許可を受けなければならない。
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は入学の許可を、研修課程にあっては受講の許可をいう。）を受

けなければならない。

（授業料の徴収）

第７条　大学校の養成課程等に在籍する者（以下「学生」という。）

に対しては、授業料を徴収する。

２　略

（懲戒）

第８条　知事は、教育上必要があると認めるときは、その事情によ

り、学生に対して訓告、停学又は退学の処分を行うことができる。

ただし、退学の処分は、学生が次の各号のいずれかに該当すると

きに限り、行うことができる。

　（１）　性行不良で改善の見込みがないと認められるとき。

　（２）　学力劣等で成業の見込みがないと認められるとき。

　（３）　正当の理由がなくて出席が常でないとき。

　（４）　大学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反したと

（授業料の徴収）

第７条　大学校の養成課程等に在籍する者に対しては、授業料を徴

収する。

２　略
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き。

　（５）　正当な理由なく授業料を滞納し、督促を受けても指定され

た期限までに納付しないとき。

（受講の許可の取消し）

第９条　知事は、大学校の研修課程の研修を受講する者（以下「研

修生」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、受講の許可を取り消すことができる。

　（１）　正当の理由がなくて出席が常でないとき。

　（２）　大学校の秩序を乱し、その他研修生としての本分に反した

とき。

（利用の許可）

第10条　略

（使用料の徴収）

第11条　前項の許可（以下「利用許可」という。）を受けた者（グ

（利用の許可）

第８条　略

（使用料の徴収）

第９条　前条の許可を受けた者（グラウンド等の利用許可を受けた
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ラウンド等の利用許可を受けた者を除く。）のうち一般人に対し

ては、規則で定めるところにより、別表に定める額の使用料を徴

収する。

（行為の制限等）

第12条　大学校においては、次に掲げる行為をしてはならない。

　（１）　大学校の施設設備を毀
き

損し、若しくは汚損し、又はそのお

それのある行為をすること。

　（２）　大学校の所定の場所以外の場所において喫煙し、又は飲食

をすること。

　（３）　大学校の風紀を乱し、若しくは他人に迷惑を及ぼし、又は

そのおそれのある行為をすること。

　（４）　その他規則で定める行為

２　知事は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し

ては、大学校の施設の利用を拒み、又は大学校からの退去を命ず

ることができる。

者を除く。）のうち一般人に対しては、規則で定めるところによ

り、別表に定める額の使用料を徴収する。
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（措置命令等）

第13条　知事は、大学校の適正な管理を図るため必要があると認め

るときは、利用許可を受けた者（以下「利用者」という。）に対

し、必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。

（利用許可の取消し）

第14条　知事は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、利用許可を取り消すことができる。

　（１）　この条例又は規則の規定に違反したとき。

　（２）　前条の命令又は指示に従わないとき。

　（３）　利用許可の条件に違反したとき。

　（４）　詐欺その他不正の行為により利用許可を受けたとき。

　（５）　その他大学校の管理上支障がある行為をし、又はそのおそ

れがあるとき。

（授業料等及び使用料の減免）

第15条　略

（授業料等及び使用料の減免）

第10条　略
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（規則への委任）

第16条　略

別表（第10条、第11条関係）　略

（規則への委任）

第11条　略

別表（第８条、第９条関係）　略

第２条　鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。

　　次の表の改正前の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下この条において「移動条項」という。）に対応する同表の改正後の

欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下この条において「移動後条項」という。）が存在する場合には、当該移動条項を当該移

動後条項とし、移動後条項に対応する移動条項が存在しない場合には、当該移動後条項（以下この条において「追加条項」という。）を加え

る。

　　次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（条の表示を除く。以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中

下線が引かれた部分（条の表示及び追加条項を除く。以下この条において「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当

該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在し

ない場合には、当該改正後部分を加える。

　　次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分を削る。
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改　　　　　　　正　　　　　　　後 改　　　　　　　正　　　　　　　前

（課程及び修業年限）

第３条　大学校の課程及び修業年限は、次のとおりとする。

課　　　程 修　　業　　年　　限

養成課程 ２年

　略

（入校の許可）

第４条　大学校に入校しようとする者は、規則で定めるところに

より、知事の許可（養成課程にあっては入学の許可を、研修課程

にあっては受講の許可を、聴講（養成課程のうち特定の講義のみ

を受講することをいう。以下同じ。）にあっては聴講の許可をい

う。）を受けなければならない。

（入校選抜手数料の徴収）

（課程及び修業年限）

第３条　大学校の課程及び修業年限は、次のとおりとする。

課　　　程 修　　業　　年　　限

養成課程 ２年

研究課程 ２年

専門技術課程 １年

　略

（入校の許可）

第４条　大学校に入校しようとする者は、規則で定めるところによ

り、知事の許可（養成課程、研究課程及び専門技術課程にあって

は入学の許可を、研修課程にあっては受講の許可をいう。）を受

けなければならない。

（入校選抜手数料の徴収）
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第５条　大学校の養成課程に係る入校選抜試験を受けようとする者

に対しては、入校選抜手数料を徴収する。

２　略

（入校料の徴収）

第６条　大学校への入校（養成課程に係るものに限る。）を許可さ

れた者に対しては、入校料を徴収する。

２　略

（授業料、受講料及び聴講料の徴収）

第７条　大学校の養成課程に在籍する者（以下「学生」という。）

に対しては、年額11万1,600円の授業料を徴収する。

２　大学校の研修課程の研修を受講する者（以下「研修生」とい

う。）に対しては、月額１万円の受講料を徴収する。ただし、受講

期間が12月である場合の受講料の額は、年額11万1,600円とする。

３　聴講をする者（以下「聴講生」という。）に対しては、１時限

第５条　大学校の養成課程、研究課程及び専門技術課程（以下「養

成課程等」という。）に係る入校選抜試験を受けようとする者に

対しては、入校選抜手数料を徴収する。

２　略

（入校料の徴収）

第６条　大学校への入校（養成課程等に係るものに限る。）を許可

された者に対しては、入校料を徴収する。

２　略

（授業料の徴収）

第７条　大学校の養成課程等に在籍する者（以下「学生」という。）

に対しては、授業料を徴収する。

２　前項の授業料の額は、年額10万8,000円とする。
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につき125円の聴講料を徴収する。

（受講の許可の取消し）

第９条　知事は、研修生が次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、受講の許可を取り消すことができる。

　（１）及び（２）　略

（聴講の許可の取消し）

第10条　知事は、聴講生が大学校の秩序を乱し、その他聴講生とし

ての本分に反したと認めるときは、聴講の許可を取り消すことが

できる。

（利用の許可）

第11条　略

（使用料の徴収）

（受講の許可の取消し）

第９条　知事は、大学校の研修課程の研修を受講する者（以下「研

修生」という。）が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、受講の許可を取り消すことができる。

　（１）及び（２）　略

（利用の許可）

第10条　略

（使用料の徴収）
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第12条　略

（行為の制限等）

第13条　略

（措置命令等）

第14条　略

（利用許可の取消し）

第15条　略

（授業料等及び使用料の減免）

第16条　知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定める

ところにより、授業料、受講料、入校選抜手数料及び入校料並び

に使用料を減額し、又は免除することができる。

（規則への委任）

第11条　略

（行為の制限等）

第12条　略

（措置命令等）

第13条　略

（利用許可の取消し）

第14条　略

（授業料等及び使用料の減免）

第15条　知事は、特別の理由があると認めるときは、規則で定める

ところにより、授業料、入校選抜手数料及び入校料並びに使用料

を減額し、又は免除することができる。

（規則への委任）



200

第17条　略

別表（第11条、第12条関係）　略

第16条　略

別表（第10条、第11条関係）　略

　　　附　則

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成20年４月１日から施行する。

（経過措置）

２　平成20年４月１日前に鳥取県立農業大学校の養成課程、研究課程又は研修課程に在籍していた者であって同日以後引き続き当該課程に在籍

するものに係る養成課程の授業料の額、研究課程の修業年限若しくは授業料の額又は研修課程の受講料の額は、第２条の規定による改正後の

鳥取県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第３条及び第７条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


